
資料１－２

国際的な発注・契約方式の活用に関する懇談会

規 約（案）

（設置の目的）

第１条 国土交通省における成長戦略（ )に基づき、建設業の海外展開を支援するたH22.5

め、国際的な発注・契約方式の活用について、有識者から意見を聴取することを目

的として 「国際的な発注・契約方式の活用に関する懇談会 （以下 「本会議」と、 」 、

いう ）を設置する。。

（本会議の構成）

第２条 本会議は、会議の長（以下「座長」という ）及び委員をもって組織する。。

２ 座長は、有識者委員の中より委員の互選にて選任する。

３ 座長は、会議を統括する。

４ 委員の構成は、別紙に掲げる者とする。

５ 本会議は、必要に応じて委員の追加を行うことができる。

６ 本会議は、必要に応じて参考人のヒアリングを行うことができる。

（本会議の開催）

第３条 本会議は、有識者委員の二分の一以上かつ、全委員の二分の一以上の出席をもっ

て成立する。

２ 会議は公開を原則とし、座長の判断により非公開とすることができる。

３ 会議の議事概要は速やかに公表する。

（事務局）

第４条 本会議の事務局は、大臣官房地方課、技術調査課、総合政策局国際建設推進室及

び国土技術政策総合研究所総合技術政策研究センターに置く。

（雑則）

第５条 この規約に定めるもののほか、本会議の運営に関し必要な事項については、本会

議で定めるものとする。

附 則

１ この規約は、平成２２年 ９月２８日から施行する。
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